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○

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
四
年
内
閣
府
令
第
四
十
八
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

［
第
一
章
～
第
三
章

略
］

［
第
一
章
～
第
三
章

同
上
］

第
四
章

取
引
情
報
蓄
積
機
関
（
第
十
一
条
の
二
䢣
第
二
十
一
条
）

第
四
章

取
引
情
報
蓄
積
機
関
（
第
十
二
条
䢣
第
二
十
一
条
）

第
五
章

［
略
］

第
五
章

［
同
上
］

附
則

附
則

（
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
十
一
条
の
二

法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
七
第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
内

［
条
を
加
え
る
。
］

閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す

る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
者
と
す
る
。

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
二
条

法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
八
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

第
十
二
条

［
同
上
］

で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

役
員
（
法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
七
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
役
員
を

五

役
員
（
法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
七
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
役
員
を
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い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
十
四
条
、
第
十
七
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
十
八

い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
十
四
条
、
第
十
七
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
十
八

条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
七
第
一
項
第
四

条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
七
第
一
項
第
四

号
イ
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面
及
び
役

号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
（
役
員
が
日
本
の
国
籍

員
が
同
号
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
（
役
員
が
日
本
の
国
籍

を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
同
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を

を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
同
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を

当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面
）

当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面
）

［
六
～
九

略
］

［
六
～
九

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


